
 

会津若松地方広域市町村圏整備組合建設工事低入札価格調査取扱要領 

（平成１７年 ３月３０日決裁） 

（平成１８年 ８月３１日決裁） 

（平成１９年 ２月２８日決裁） 

（平成１９年１０月１０日決裁） 

（平成２０年 １月２９日決裁） 

（平成２１年 ７月２７日決裁） 

（平成２３年 ４月 １日決裁） 

（令和 ３年 ３月３１日決裁） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０

第１項及び第１６７条の１３の規定による契約の内容に適合した履行がされないお

それがある場合における落札者の決定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象とする契約） 

第２条 この要領は、制限付一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結

しようとする場合において、その予定価格が１３０万円を超える契約について適用す

る。 

（調査基準価格） 

第３条 契約権者（会津若松地方広域市町村圏整備組合財務規則(平成２０年会広整組

規則第４号)第２条第 10 号に定めるものをいう。）は、前条に規定する対象工事に係

る請負契約を競争入札に付そうとするときは、契約の相手方となるべき者により当該

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる

価格（以下「調査基準価格」という。）を定めるものとする。 

２ 前項の調査基準価格は、予定価格算出の基礎とした仕様書、設計図書等に基づき、

予定価格に 10分の 7.5から 10分の 9.2までを乗じた額の範囲内で、契約ごとに定め

るものとする。 

（失格基準価格） 

第３条の２ 契約権者は、調査基準価格を下回る額での入札があった場合には、当該調

査基準価格を下回る額で入札を行った者のうち、第６条の調査を行わず、当該入札者

を落札者としないものとする基準の価格（以下「失格基準価格」という。）を定めるも

のとする。 

２ 失格基準価格は、契約ごとに定めるものとし、その算定方法については別に定める。 

（調査基準価格算定基礎数値等の公表） 

第４条 契約権者は、調査基準価格の算定の基礎となる数値並びに調査基準価格及び失格



 

基準価格の算定方法（次項において「調査基準価格算定基礎数値等」という。）について、

制限付一般競争入札に付す場合には入札公告日から、指名競争入札に付す場合には指

名通知日から公表する。 

２ 公表は、次の各号に掲げる工事等の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う

ものとする。 

（１） 制限付一般競争入札に付す工事 

財務規則第１１５条に基づく公告に調査基準価格算定基礎数値等を記載し、会津

若松地方広域市町村圏整備組合公告式条例（昭和４７年会広整組条例第２号）第

２条第２項に規定する掲示場へ掲示する。 

（２） 指名競争入札に付す工事  

入札通知書に調査基準価格算定基礎数値等を記載することにより公表する。 

３ 契約権者は、調査基準価格及び失格基準価格の額を入札執行日の翌日から公表するもの 

とする。 

（調査基準価格を下回る価格による入札） 

第５条 契約権者は、競争入札の結果、予定価格の制限の範囲内の最低の価格（失格基

準価格の額以上の価格のものに限る。以下「最低入札価格」という。）が調査基準価格を

下回る価格であったときは、当該最低入札価格の入札をした者（入札参加資格を有し

ていると認められた者に限る。以下「最低価格入札者」という。）により当該契約の

内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を実施し、これを

判断するものとする。 

（調査の実施） 

第６条 契約権者は、前条に定める調査を行うに当たり、会津若松地方広域市町村圏整

備組合建設工事低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置し、調

査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、当該工事を行うに当たって当該入

札者が予定している労務・資材等の量及びそれらの調達等に関する事項とその適否、

特別な理由により市場価格より低い価格で労務・資材等の調達ができるとの主張があ

る場合におけるその適否並びにその他必要と認められる事項について調査を行わせ

るものとする。 

（調査委員会の組織） 

第７条 調査委員会は、対象工事が事務局所管の場合にあっては事務局次長（事務局次

長が置かれていない場合においては総務課長）、消防本部所管の場合にあっては消防本

部次長（消防本部次長が置かれていない場合においては消防本部総務課長）を長とし、

次の表に規定する者で構成するものとする。 

工事の所管 構   成   員 

事務局 積算担当課長、積算担当係長、積算担当者 

消防本部 積算担当課長、積算担当グループリーダー、積算担当者 



 

２ 事務局次長（事務局次長が置かれていない場合においては総務課長）又は消防本部次

長（消防本部次長が置かれていない場合においては消防本部総務課長）は、必要に応じ

て、構成員以外の者に調査を依頼し、意見を求めることができる。 

（落札者の決定） 

第８条 契約権者は、調査の結果を踏まえ、当該最低入札価格によっても当該契約の内

容に適合した履行がされないおそれがないと認めるときは、当該最低価格入札者を落

札者と決定し、そのおそれがあると認めるときは、落札者としないものとする。 

２ 前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の制限

の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格（以下「次順位価格」という。）が調査基

準価格以上の価格であるときは、契約権者は、当該次順位価格の入札者（入札参加資

格を有していると認められた者に限る。）を落札者と決定するものとする。 

３ 前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る入札であったと

きには、当該次順位価格につき第５条から前条まで及び前２項の規定を準用する。 

（調査結果の概要の公表） 

第９条 工事契約担当課長は、落札決定後、遅滞なく調査結果の概要を公表するものと

する。ただし、公表することにより調査対象者に著しい不利益を与える内容又は契約

の履行及び他の競争入札の執行に支障を及ぼすおそれがあるものについては、この限

りでない。 

２ 公表の方法は、工事契約担当課において公衆の閲覧に供する方法により行うものと

する。 

３ 公表期間は、契約締結日の属する年度の翌年度の３月３１日までとする。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成１７年４月１日から施行し、同日以後に入札公告及び指名通知を

行う工事に係る契約から適用する。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要領は、平成１８年９月１日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知を

行う工事に係る契約から適用する。 

（適用区分） 

２ この要領の施行の日前に契約した会津地区広域事業組合発注の工事に係る公表に

ついては、会津地区広域事業組合低入札価格調査取扱要領（平成１６年３月３１日決

裁）の規定の例によるものとする。 

   附 則 

（施行期日等） 

１  この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 



 

２  改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合建設工事低入札価格調査取扱要領の規定

は、施行日以後に入札公告及び指名通知を行う工事に係る契約から適用し、施行日前に入

札公告及び指名通知を行った工事については、なお従前の例による。 

   附 則 

この要領は、決裁の日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知を行う工事に係る

契約から適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２０年１月２９日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合建設工事低入札価格調査取扱要領の規定

は、施行日以後に入札公告及び指名通知を行う工事に係る契約から適用し、施行日前に入

札公告及び指名通知を行った工事については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２１年７月２７日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合建設工事低入札価格調査取扱要領の規

定は、施行日以後に入札公告及び指名通知を行う工事に係る契約から適用し、施行日前

に入札公告及び指名通知を行った工事については、なお従前の例による。 

附 則 

この要領は、決裁の日から施行する。 

（施行期日） 

１ この要領は、決裁の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の会津若松地方広域市町村圏整備組合建設工事低入札価格調査取扱要領の

規定は、令和３年４月１日以後に入札公告又は指名通知を行う工事から適用し、同日

前に入札公告又は指名通知を行った工事については、なお従前の例による。 

 


